
法

人

税

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

新

旧

対

照

表

改

正

後

改

正

前

（
欠
損
金
に
係
る
帳
簿
書
類
の
保
存
）

（
欠
損
金
に
係
る
帳
簿
書
類
の
保
存
）

第
二
十
六
条
の
三

省

略

第
二
十
六
条
の
三

同

上

２

省

略

２

同

上

３

第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
年
度
が
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
事
業
年
度
で
な
い
場
合

３

第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
年
度
が
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
事
業
年
度
で
な
い
場
合

に
は
、
そ
の
事
業
年
度
に
係
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
第

に
は
、
そ
の
事
業
年
度
に
係
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
第

五
十
九
条
第
一
項
各
号
（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
」
と
あ
る
の

五
十
九
条
第
一
項
各
号
（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
」
と
あ
る
の

は
「
第
六
十
六
条
第
一
項
（
取
引
に
関
す
る
帳
簿
及
び
そ
の
記
載
事
項
等
）
に
規
定
す

は
「
第
六
十
六
条
第
一
項
（
取
引
に
関
す
る
帳
簿
及
び
そ
の
記
載
事
項
等
）
に
規
定
す

る
帳
簿
及
び
第
六
十
七
条
第
一
項
各
号
（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
等
）
に
掲
げ
る
書
類

る
帳
簿
及
び
第
六
十
七
条
第
一
項
各
号
（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
等
）
に
掲
げ
る
書
類

」
と
、
「
当
該
帳
簿
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
帳
簿
及
び
書
類
」
と
、
「
そ
の
写
し

」
と
、
「
当
該
帳
簿
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
帳
簿
及
び
書
類
」
と
、
「
そ
の
写
し

）
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
写
し
）
」
と
、
「
同
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は

）
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
写
し
）
」
と
、
「
同
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
前
項
中
「
帳
簿
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
帳
簿
及

「
第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
前
項
中
「
帳
簿
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
帳
簿
及

び
書
類
」
と
、
「
準
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

び
書
類
」
と
、
「
準
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
四
項
中
「
別
表
二
十
四
に
定
め
る
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
二
十
六
の
区

条
第
四
項
中
「
別
表
二
十
二
に
定
め
る
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
二
十
四
の
区

分
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
」
と
、
「
当
該
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
」
と
読

分
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
」
と
、
「
当
該
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。

（
国
際
最
低
課
税
残
余
額
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
国
際
最
低
課
税
残
余
額
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
八
条
の
五
十
一

省

略

第
三
十
八
条
の
五
十
一

同

上

２

法
第
二
条
第
三
十
一
号
の
三
（
定
義
）
に
規
定
す
る
国
際
最
低
課
税
残
余
額
確
定
申

告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
を
含
む
。
）
の
記
載
事
項

及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
二
十
一
及
び
別
表
二
十
一
付

表
（
更
正
請
求
書
に
あ
つ
て
は
、
別
表
二
十
一
を
除
く
。
）
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
内
最
低
課
税
額
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
国
内
最
低
課
税
額
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
八
条
の
六
十
八

省

略

第
三
十
八
条
の
六
十
八

同

上

２

法
第
二
条
第
三
十
一
号
の
四
（
定
義
）
に
規
定
す
る
国
内
最
低
課
税
額
確
定
申
告
書

（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
を
含
む
。
）
の
記
載
事
項
及
び

こ
れ
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
二
十
二
か
ら
別
表
二
十
二
付
表
二

1



ま
で
（
更
正
請
求
書
に
あ
つ
て
は
、
別
表
二
十
二
を
除
く
。
）
に
定
め
る
も
の
の
記
載

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
職
年
金
等
積
立
金
中
間
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
退
職
年
金
等
積
立
金
中
間
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
四
十
条

省

略

第
四
十
条

同

上

２

退
職
年
金
等
積
立
金
中
間
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
を
含
む
。
）

２

退
職
年
金
等
積
立
金
中
間
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
を
含
む
。
）

の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
二
十
三
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
書
式

の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
二
十
一
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
書
式

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
職
年
金
等
積
立
金
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
退
職
年
金
等
積
立
金
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
四
十
一
条

省

略

第
四
十
一
条

同

上

２

退
職
年
金
等
積
立
金
確
定
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
を
含
む
。
）

２

退
職
年
金
等
積
立
金
確
定
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
を
含
む
。
）

の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
二
十
三
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
書
式

の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
二
十
一
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
書
式

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
引
に
関
す
る
帳
簿
及
び
記
載
事
項
）

（
取
引
に
関
す
る
帳
簿
及
び
記
載
事
項
）

第
五
十
四
条

青
色
申
告
法
人
は
、
全
て
の
取
引
を
借
方
及
び
貸
方
に
仕
訳
す
る
帳
簿
（

第
五
十
四
条

青
色
申
告
法
人
は
、
全
て
の
取
引
を
借
方
及
び
貸
方
に
仕
訳
す
る
帳
簿
（

次
条
に
お
い
て
「
仕
訳
帳
」
と
い
う
。
）
、
全
て
の
取
引
を
勘
定
科
目
の
種
類
別
に
分

次
条
に
お
い
て
「
仕
訳
帳
」
と
い
う
。
）
、
全
て
の
取
引
を
勘
定
科
目
の
種
類
別
に
分

類
し
て
整
理
計
算
す
る
帳
簿
（
次
条
に
お
い
て
「
総
勘
定
元
帳
」
と
い
う
。
）
そ
の
他

類
し
て
整
理
計
算
す
る
帳
簿
（
次
条
に
お
い
て
「
総
勘
定
元
帳
」
と
い
う
。
）
そ
の
他

必
要
な
帳
簿
を
備
え
、
別
表
二
十
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
取
引
に
関
す
る
事
項

必
要
な
帳
簿
を
備
え
、
別
表
二
十
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
取
引
に
関
す
る
事
項

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
）

（
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
）

第
五
十
七
条

青
色
申
告
法
人
は
、
各
事
業
年
度
終
了
の
日
現
在
に
お
い
て
、
そ
の
業
種

第
五
十
七
条

青
色
申
告
法
人
は
、
各
事
業
年
度
終
了
の
日
現
在
に
お
い
て
、
そ
の
業
種

、
業
態
及
び
規
模
等
の
実
情
に
よ
り
、
お
お
む
ね
別
表
二
十
五
に
掲
げ
る
科
目
に
従
い

、
業
態
及
び
規
模
等
の
実
情
に
よ
り
、
お
お
む
ね
別
表
二
十
三
に
掲
げ
る
科
目
に
従
い

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
）

（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
）

第
五
十
九
条

省

略

第
五
十
九
条

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

前
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
帳
簿
代
用
書
類
と
は
、
第
一
項
第
三
号
に

４

前
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
帳
簿
代
用
書
類
と
は
、
第
一
項
第
三
号
に

掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
別
表
二
十
四
に
定
め
る
記
載
事
項
の
全
部
又
は
一
部
の
帳
簿
へ

掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
別
表
二
十
二
に
定
め
る
記
載
事
項
の
全
部
又
は
一
部
の
帳
簿
へ

の
記
載
に
代
え
て
当
該
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
書
類
を
整
理
し
、
そ
の
整
理
さ

の
記
載
に
代
え
て
当
該
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
書
類
を
整
理
し
、
そ
の
整
理
さ

2



れ
た
も
の
を
保
存
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
書
類
を
い
う
。

れ
た
も
の
を
保
存
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
書
類
を
い
う
。

５
・
６

省

略

５
・
６

同

上

（
国
際
最
低
課
税
残
余
額
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
国
際
最
低
課
税
残
余
額
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
六
十
一
条
の
九

省

略

第
六
十
一
条
の
九

同

上

２

法
第
二
条
第
三
十
一
号
の
三
（
定
義
）
に
規
定
す
る
国
際
最
低
課
税
残
余
額
確
定
申

告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
を
含
む
。
）
の
記
載
事
項

及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
二
十
一
及
び
別
表
二
十
一
付

表
（
更
正
請
求
書
に
あ
つ
て
は
、
別
表
二
十
一
を
除
く
。
）
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
内
最
低
課
税
額
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
国
内
最
低
課
税
額
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
六
十
一
条
の
十
一

省

略

第
六
十
一
条
の
十
一

同

上

２

法
第
二
条
第
三
十
一
号
の
四
（
定
義
）
に
規
定
す
る
国
内
最
低
課
税
額
確
定
申
告
書

（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
を
含
む
。
）
の
記
載
事
項
及
び

こ
れ
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
二
十
二
か
ら
別
表
二
十
二
付
表
二

ま
で
（
更
正
請
求
書
に
あ
つ
て
は
、
別
表
二
十
二
を
除
く
。
）
に
定
め
る
も
の
の
記
載

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
引
に
関
す
る
帳
簿
及
び
そ
の
記
載
事
項
等
）

（
取
引
に
関
す
る
帳
簿
及
び
そ
の
記
載
事
項
等
）

第
六
十
六
条

省

略

第
六
十
六
条

同

上

２

法
第
百
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
簡
易
な
方
法
は
、
別

２

法
第
百
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
簡
易
な
方
法
は
、
別

表
二
十
六
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
記
録
方
法
の
欄
に
定
め

表
二
十
四
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
記
録
方
法
の
欄
に
定
め

る
方
法
と
す
る
。

る
方
法
と
す
る
。

（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
等
）

（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
等
）

第
六
十
七
条

省

略

第
六
十
七
条

同

上

２

省

略

２

同

上

３

第
五
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
帳
簿
及
び
書

３

第
五
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
帳
簿
及
び
書

類
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
二
十

類
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
二
十

四
に
定
め
る
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
二
十
六
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
」

二
に
定
め
る
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
二
十
四
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
」

と
、
「
当
該
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
、
「
当
該
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

省

略

４

同

上

3



（
申
告
書
の
書
式
の
特
例
）

（
申
告
書
の
書
式
の
特
例
）

第
七
十
条

国
税
庁
長
官
は
、
別
表
一
か
ら
別
表
二
十
三
ま
で
の
各
表
の
書
式
に
つ
い
て

第
七
十
条

国
税
庁
長
官
は
、
別
表
一
か
ら
別
表
二
十
一
ま
で
の
各
表
の
書
式
に
つ
い
て

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
所
要
の
事
項
を
付
記
す
る
こ
と
又
は
一
部
の
事
項
を
削
る
こ
と

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
所
要
の
事
項
を
付
記
す
る
こ
と
又
は
一
部
の
事
項
を
削
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
十
九
及
び
別
表
十
九
の
二
の
各
表
の
書
式
に

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
十
九
及
び
別
表
十
九
の
二
の
各
表
の
書
式
に

地
方
法
人
税
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
財
務
省
令
第
二
十
二
号
）
別
表
三
及
び
防

地
方
法
人
税
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
財
務
省
令
第
二
十
二
号
）
別
表
三
及
び
防

衛
特
別
法
人
税
に
関
す
る
省
令
（
令
和
七
年
財
務
省
令
第
三
十
一
号
）
別
表
四
の
各
表

衛
特
別
法
人
税
に
関
す
る
省
令
（
令
和
七
年
財
務
省
令
第
三
十
一
号
）
別
表
四
の
各
表

の
書
式
に
準
じ
て
当
該
各
表
に
定
め
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
の
記
載
欄
を
付
記
す
る

の
書
式
に
準
じ
て
当
該
各
表
に
定
め
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
の
記
載
欄
を
付
記
す
る

と
き
に
限
り
、
国
税
庁
長
官
は
、
併
せ
て
当
該
別
表
十
九
及
び
別
表
十
九
の
二
の
各
表

と
き
に
限
り
、
国
税
庁
長
官
は
、
併
せ
て
当
該
別
表
十
九
及
び
別
表
十
九
の
二
の
各
表

の
用
紙
の
大
き
さ
を
日
本
産
業
規
格
（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

の
用
紙
の
大
き
さ
を
日
本
産
業
規
格
（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
（
日
本
産
業
規
格
）
に
規
定
す
る
日
本
産
業
規
格
を
い
う

十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
（
日
本
産
業
規
格
）
に
規
定
す
る
日
本
産
業
規
格
を
い
う

。
）
Ａ
列
四
番
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。
）
Ａ
列
四
番
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
一
～
別
表
二
十
六

省

略

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は

、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

別
表
六
㈠
の
記
載
要
領
の
改
正
規
定
、
別
表
六
五
の
二
の
記
載
要
領
の
改
正
規
定

及
び
別
表
十
七
三
の
六
の
記
載
要
領
の
改
正
規
定

令
和
九
年
一
月
一
日

二

別
表
三
二
の
二
の
記
載
要
領
の
改
正
規
定
（
「同

条
第

９
項

」
を
「同

条
第

1
0
項

」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

令
和
十
年
一
月
一
日

三

別
表
六
㈥
の
記
載
要
領
第
一
号
⑴
の
改
正
規
定
（
「
）又

は

」
を
「
）

」
に
、

、

「
）の

」
を
「
）又
は

第
4
2
条

の
1
2
の

７
第

２
項

若
し

く
は

第
３

項

（特
定

生
産

性

向
上

設
備

等
を

取
得

し
た

場
合

の
法

人
税

額
の

特
別

控
除

）の

」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。
）
、
別
表
六
㈥
付
表
の
記
載
要
領
第
一
号
⑴
の
改
正
規
定
（
「
）又

は

」
を

「
）

」
に
、
「
）の

」
を
「
）又

は
第

4
2
条

の
1
2
の

７
第

３
項

（特
定

生
産

性
向

、

上
設

備
等

を
取

得
し

た
場

合
の

法
人

税
額

の
特

別
控

除

）の

」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
、
別
表
六
㈦
の
記
載
要
領
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
第

三
号
の
改
正
規
定
（
「
）又

は

」
を
「
）

第
2
7
条

の
1
2
の

７
第

６
項

第
１

号

（特
、

定
生

産
性

向
上

設
備

等
を

取
得

し
た

場
合

の
特

別
償

却
又

は
法

人
税

額
の

特
別

控
除

）又
は

」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
第
二
号
の
改
正
規
定
及
び
別
表
六
二

4



十
七
を
別
表
六
二
十
六
と
し
、
同
表
の
次
に
一
表
を
加
え
る
改
正
規
定
（
別
表
六
二

十
七
を
別
表
六
二
十
六
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
五
項
の
規
定

経

済
社
会
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
た
企
業
の
事
業
活
動
の
持
続
的
な
発
展
を
図
る
た
め

の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第

号

）
の
施
行
の
日

四

別
表
十
六
㈢
の
表
の
改
正
規
定
、
同
表
の
記
載
要
領
第
四
号
の
改
正
規
定
、
同
第

六
号
の
改
正
規
定
及
び
同
第
十
二
号
⑵
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
項
の
規
定

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
施
行

の
日

２

改
正
後
の
法
人
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
五

十
一
第
二
項
及
び
第
六
十
一
条
の
九
第
二
項
の
規
定
は
、
法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
等

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
対
象
会
計
年
度
の

国
際
最
低
課
税
残
余
額
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

新
規
則
第
三
十
八
条
の
六
十
八
第
二
項
及
び
第
六
十
一
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
は

、
法
人
の
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
対
象
会
計
年
度
の
国
内
最
低
課
税
額

に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
別
表
の
書
式
は
、
法
人
の
令
和
八
年
四

月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
法

人
の
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

５

新
規
則
別
表
六
二
十
七
の
書
式
は
、
法
人
の
附
則
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
日
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

６

新
規
則
別
表
十
六
㈢
の
書
式
は
、
法
人
の
附
則
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
日
以
後
に

終
了
す
る
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
の
同
日
前
に

終
了
し
た
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７

新
規
則
別
表
二
十
一
及
び
別
表
二
十
一
付
表
の
書
式
は
、
法
人
の
令
和
八
年
四
月
一

日
以
後
に
開
始
す
る
対
象
会
計
年
度
の
国
際
最
低
課
税
残
余
額
に
対
す
る
法
人
税
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

８

新
規
則
別
表
二
十
二
か
ら
別
表
二
十
二
付
表
二
ま
で
の
書
式
は
、
法
人
の
令
和
八
年

四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
対
象
会
計
年
度
の
国
内
最
低
課
税
額
に
対
す
る
法
人
税
に

つ
い
て
適
用
す
る
。

９

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
附
則
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

お
け
る
新
規
則
別
表
十
六
㈢
の
書
式
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
記
載
要
領
第
一
号

5



中
「若

し
く

は
生

産
高

等
比

例
法

（同
項

第
５

号
ロ

に
規

定
す

る
生

産
高

等
比

例
法

を

い
う

）に
よ

り

」
と
あ
る
の
は
、
「に

よ
り

」
と
す
る
。

。東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施

10
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
財
務
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
福
島
再
開
投
資
等
準
備
金
）

（
福
島
再
開
投
資
等
準
備
金
）

第
六
条
の
七

省

略

第
六
条
の
七

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

法
第
十
八
条
の
八
第
八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
人
税
法
施
行

４

法
第
十
八
条
の
八
第
八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
人
税
法
施
行

規
則
第
二
十
七
条
の
十
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
の
規
定
に
基
づ

規
則
第
二
十
七
条
の
十
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
の
規
定
に
基
づ

く
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律

く
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
」
と
、
「
、
別
表
十
三
㈠
」
と
あ
る

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
」
と
、
「
、
別
表
十
三
㈠
」
と
あ
る

の
は
「
、
別
表
十
二

、
別
表
十
三
㈠
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
に
掲
げ
る
」
と
あ

の
は
「
、
別
表
十
二

、
別
表
十
三
㈠
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
に
掲
げ
る
」
と
あ

る
の
は
「
並
び
に
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例

る
の
は
「
並
び
に
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
財
務
省
令
第
二
十
号
）
第
六
条
の
七
第

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
財
務
省
令
第
二
十
号
）
第
六
条
の
七
第

三
項
第
四
号
（
福
島
再
開
投
資
等
準
備
金
）
に
掲
げ
る
」
と
す
る
。

三
項
第
四
号
（
福
島
再
開
投
資
等
準
備
金
）
に
掲
げ
る
」
と
す
る
。

法
人
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
八
年
財
務
省
令
第
十
八
号

11
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
法
人
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
法
人
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

法
人
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

第
一
条

同

上

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
十
五
の
㈠
中
「
試
掘
権
」
を
「
貯
留
権
」
に
改
め
る
。

別
表
二
十
三
の
㈠
中
「
試
掘
権
」
を
「
貯
留
権
」
に
改
め
る
。

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

第
一
条

同

上

に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
法
人
税
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第
五
号
の
改
正
規
定
及
び
同
令
別
表

一

第
一
条
中
法
人
税
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第
五
号
の
改
正
規
定
及
び
同
令
別
表

二
十
五
の
㈠
の
改
正
規
定

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六

二
十
三
の
㈠
の
改
正
規
定

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六

年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
施
行
の
日

年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
施
行
の
日
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二

省

略

二

同

上
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